






















JICA事業の振り返りと、
未来に向けて
　1974年8月に誕生したJICA（国際協力事業団：当時）は、34年と2カ月の歳月を経て
2008年10月、日本のODAの「技術協力」「有償資金協力」「無償資金協力」を一元
的に実施する機関へと変わります。あらたなJICA（独立行政法人国際協力機構）の発
足を迎えるわけですが、これまで手がけてきたJICAの事業、「技術協力」とはどのような
ものだったのでしょうか。今どのようなことに取り組んでいるのでしょうか。これからの「技
術協力」の役割と取り組むべき課題とはどのようなものなのでしょうか。
　この特集では、環境分野などの事例を織り交ぜながら、「技術協力」の過去を振り返
り、現在を通じて、あらたに資金協力と一体的に運用されていく未来の姿を展望します。

10



特　

集

11

技術協力の開始

　日本の政府ベースによる技術協力は、サンフランシスコ
講和条約の締結（1951年）によって国際社会に復帰した3
年後の1954年10月、コロンボプラン＊1への加盟によって開
始されました。当時の日本は、アメリカ合衆国や国際機関か
ら援助を受けながらも、経済的な自立のために懸命な努力
をしつつある時期でした。
　初期の技術協力は、おもに（社）アジア協会（1954年設
立）が政府の委託を受け実施にあたっていました。その
後業務の拡大にともない、1962年に海外技術協力事業団
（OTCA）が設立され、本格的な実施体制が整います。こ
の1960年代は、先進各国で援助実施体制の整備が進ん
だ時期でもあり、世界的な対外経済援助の高揚が背景に
あった時代でした。
　その後1974年に、政府開発援助の実施体制の整備と
充実をはかるため、OTCAと海外移住事業団を統合し国
際協力事業団が誕生します。そして2003年10月の独立行
政法人化を経て今日に至ります。

人づくりと国づくり

　JICAが当初行っていた技術協力は、日本人の専門家
が相手国の技術者や行政官と直接ふれあいながら、日本
の経験や知識を分かち合う、「人」を介した技術の移転を
主目的としていました。開発途上国の人 と々の全人格的な
ふれあいを通じてお互いの理解を深めながら、適正な知
識、技術、ノウハウを伝達し、人づくりへと結びつけていく協
力です。
　研修員の受入、専門家の派遣、これらに機材の供与を
組み合わせて行うプロジェクト方式技術協力はもちろんの
こと、開発調査という調査が目的の協力においても調査の
過程で、相手国の技術者に調査の手法を教えることを重
視し、人づくり協力の重要な手段とされてきました。
　人づくり協力の重要性は、1979年に大平総理大臣（当
時）が第５回国連貿易開発会議（UNCTAD）総会で述

べた「国づくりの基礎はまず人づくりにある」という言葉に表
されていました。経済発展には資本が重要ですが、開発
途上国の問題はそれだけで解決できません。海外からさま
ざまな資金を得て積極的な開発計画を進めようとしても、
そうした計画を支え、供与された資金、施設、技術を使いこ
なせる技能者や技術者が育っていかないと、援助の効果
が上がらず、国の発展につながりません。開発途上国の経
済、社会の発展と安定には、その担い手となる人材を養成
する人づくり協力が不可欠であったのです。

JICAの人づくり協力と技術移転

　協力の典型として、まず核となる人材を教育訓練し、そ
の人々が国内で他の人々に知識、技術を普及させていく
方法があります。移転された技術がその国の組織の記憶と
して活かされていくためには、適切な組織と制度が整備さ
れていくことが必要だったのです。
　JICAの人づくり協力の代表例として、1981年に鈴木総
理大臣（当時）がASEAN５カ国を歴訪した際に、提唱し
た構想によって始まった「ASEAN人づくりプロジェクト」が
あります。この枠組みは、技術協力と無償資金協力を結び
つけた協力方式によって各国に拠点となる「人づくりセン
ター」を設け、日本とASEANの人的交流をはかるというも
ので、域内の協力機関としても機能していきました。
　このように人づくり協力には、人材の育成と活用のほか
に、これに付随した人的交流、相互理解の促進という２つ
の側面があります。そのためには一方的な技術の移転で
はなく、相手に根づく技術、相手国内に広く普及する技術、
いわゆる適正技術を相手国の人 と々ともに見いだし、自ら
に適した方法を生み出すようにしていくことが求められま
す。このような人づくり協力を考えた場合、専門家の知識・
技能だけでなく、人柄や品格といったものまでもが重要で
あったといえるでしょう。

効率的なアプローチ（援助の取り組み）の始まり

　JICA設立以降援助の効果的・効率的な実施の観点か
ら、国別に総合的・分野横断的に援助を実施していく重要
性の認識が高まり、実施体制の面でも国別アプローチを推
進する体制が徐 に々整備されていきました。

特集 1 人づくりの現場から

日本の政府開発援助（ODA）の３本柱の一つである政府ベースの技術協力を担うJICAの
技術協力事業は、相手国の国づくりの支援のために、人づくりの視点を特に重視して展開
されてきました。このような特色をもった取り組みは、たとえばアジア地域などで、どのようなこ
とを実際に行い、どのような成果をもたらしてきたのでしょうか。

＊1 コロンボプランとは、南アジア、東南アジア、太平洋地域の諸国の経済・社会開発を促
進することを目的として1950年1月に設立された協力機構。加盟国の二国間協定に
よって援助が実施された。その後、協力対象地域は、コロンボプラン対象地域を越え
て中東・アフリカ（1957年度）や中南米（1958年度）、その他の開発途上地域へと広
がっていった。

人づくりの現場から
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　援助ニーズが多様化・複雑化するなかで、分野別・協
力形態別の特殊化した実施体制のままでは、効果を上げ
ることに限界が見えてくるようになったことが背景に挙げら
れます。
　実施体制の面では、1981年に地域を担当する課が企
画部門のなかに設置され、その体制は以降拡充されまし
た。その他研修員受入、専門家派遣、青年海外協力隊
の部門の内部でも地域割の体制が設置されるようになり、
1999年に地域部体制が敷かれるに至ります。
　「総合的なアプローチ」といわれる特定の地域を対象と
して複数の分野で取り組む「地域総合開発アプローチ」は
アジアだけでなく、アフリカでも1970年代半ばから、また現在
ではごく普通となった「プログラム・アプローチ」＊2の検討や取
り組みは、インドネシアなどで1980年代から始まっています。
このようなアプローチの流れはプログラムの戦略性の向上
など、今日に至っても進化を続けています。

管理手法の開発と評価機能の強化

　従来のプロジェクト方式技術協力案件の運営・管理で
は、「何を行うか、どんな投入（人や機材など）を行うか」と
いうことは決めていても、「協力の結果として何を実現する
のか」については必ずしも明示せずに行ってきました。しか
しそれでは援助の効果を理論的に説明できず、透明性の
観点から改善の余地が見いだされるようになりました。そこ
で1991年に計画・運営・管理にプロジェクト・サイクル・マネジ
メント（PCM）という手法の開発を、他の援助機関の手法
を参考として開始し、1992年には導入、その後その考え方
と運用を定着させていきました。計画・運営の改善の観点
や、他国や国際援助機関と連携をはかる上でもこの手法
の導入は大きな転機となったといえるでしょう。JICAのプロ
ジェクト・事業の管理手法は、今日に至るまで改善と工夫が
続いています。
　技術協力の評価についての検討の始まりは古く、初期
では、たとえば1960年代に研修員受入事業について効果
の把握が試みられています。また1976年には米国援助庁
（USAID）の手法を参考に技術協力の効果測定に関す
る研究が行われ、1980年代には評価検討委員会の設立
を経て、1990年評価監理課設置、1991年の評価ガイドラ
イン作成とその定着に至ります。またこのような評価機能の
強化は、先ほど述べたPCMによる計画・運営・管理手法と

いう基盤とあいまって、案件の計画段階を強化する方向へ
とつながっていきました。

人づくり、国づくりから
キャパシティ・ディベロップメント（ＣＤ）へ

　これまで紹介してきたJICAの技術協力が重視してきた
技術移転は、人づくり、国づくりという言葉に象徴されるとお
り、本来、外来の技術の導入だけではなく相手国での技
術の定着と普及までをめざすものです。一方で相手国側
の関係者個人への働きかけを中心とした活動では、どうし
ても日本の技術を移転することに焦点を置きすぎる傾向
がありました。こうしたなか、人的資源開発という言葉に代
わって1990年代後半から使用されてきたキャパシティ・ビル
ディングという概念は個人に対する技術の移転よりも、組織
や社会の総合的能力開発を重視するもので、JICAの技
術協力にあらたな方向性を示すものとなりました。
　1990年代以降、国際的な援助の潮流として、「援助は役
に立っているのか」という問いかけが盛んに議論されるよう
になりました。その結果、技術協力は開発途上国の総合的
な対処能力の向上、つまりキャパシティ・ディベロップメントを
支援するべきであるという考えにたどりつきました。この影響
もあり、JICAでもさまざまな検討を経て、「相手国の課題に
対処する能力が個人、組織、社会などのさまざまなレベルの
全体で向上していく過程」を、援助する側が「行う」のではな
く、むしろ相手側を主体としてこれを側面支援することを重
視するようになりました。つまり、人づくり、国づくりは、相手国側
の主体性や内発性を重視した取り組みへと進化を遂げてき
たのです。しかしそこには脈 と々して、お金では買うことがで
きない、お金の価値では測れない人と人とを通じたやりとりか
ら生まれる信頼関係を重視する姿勢が貫かれています。

日本人専門家による授業風景。将来の国づくりを担う技術者を育成すべく、地道な努
力が重ねられている（東ティモール大学工学部支援プロジェクト）

＊2 関連する複数のプロジェクトを有機的に組み合わせて実施する援助手法。
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環境分野の技術協力

　これまで述べたことをふまえ、環境分野の廃棄物問題を
例に考えてみましょう。開発途上国の急速な都市化によっ
て深刻化する廃棄物問題に対しては、ゴミ収集機材等
ハードの投入の支援とその技術移転から始まり、都市の廃
棄物管理計画策定、廃棄物管理局等の組織づくりへの
協力などのソフトの投入の支援へと展開を見せてきました。
こうした支援では、廃棄物を担当する組織やそこで働くス
タッフへの能力向上が焦点となっていました。しかし廃棄
物問題の解決には、市民一人ひとりの参画は言うまでもな
く、民間部門の協力なくしては解決しません。最終処分場
の周辺に形成されるスラムに代表される社会問題も看過
できません。

　このため、1990年代以降さまざまな人々の主体性や社
会とのかかわり方を重視し、地域（コミュニティ）での参加
型、官と民の連携、行政能力といったテーマも取り込んだ
包括的なキャパシティ・ディベロップメントのための支援へと、
協力の広がりは変遷を遂げてきています。また、廃棄物の
問題も、都市レベルの問題から、グローバリゼーションのな
かでの有害廃棄物の越境問題や資源保全と汚染抑制を
追及する循環型社会の構築の必要性が認識されるように
なりました。これらの課題は、日本が主導する「３R（リデュー
ス・リユース・リサイクル）イニシアティブ」の名で先進国をは
じめとする世界各国で共有されています。これにともない、
JICAのキャパシティ・ディベロップメント支援も都市から国レ
ベル、世界的規模の枠組みのなかでの取り組みへと進化
を遂げています。

アジアでの環境協力案件を中心として
では具体的な環境分野での協力はどのようなものなのか、
アジアでのこれまでの環境分野の協力の事例を中華人民共和国とインドネシアを挙げて、紹介します。

　1998年夏に発生した長江流域の大洪水。２億人を超える
被害者が出たともいわれています。また、砂漠化した土地の面
積は、1990年代には年平均3436k㎡の割合で拡大していまし
た。このような状況を受け、中華人民共和国政府は、洪水の原
因の一つとして考えられる山間部での土壌流失と拡大する土
地の荒漠化や砂漠化を食い止めるため、2010年までに森林被
覆率を19％以上、2050年までには26％に向上させることをめざ
した自然環境保全のためのマスタープラン「全国生態環境建
設計画」を1999年に策定しました。この計画に基づき、中華人
民共和国全土で造林事業が活発に行われることとなりました。
　また、長江の大洪水の後、1998年11月、江沢民国家主席
（当時）が日本を訪問、小渕恵三総理大臣（当時）と会談し、日
中間で植林造林・森林保全等の分野で官民双方による具体的
な協力内容を早急に検討し、推進していくとのプレス共同発表
が行われ、これを受けて、官民それぞれにおいて造林事業などの
検討が行われました。政府レベルでは、長江流域での植林事業
が検討されることとなり、日中双方で議論が重ねられ、JICAは四
川省南部の涼山彝（イ）族自治州（以下、涼山州）の長江の上流
（金沙江）の支流・安寧河において、技術協力プロジェクトを実
施することとなりました。また、黄河流域においては、土壌浸食が
激しい黄土高原がある山西省や砂漠化の進行が激しい寧夏
回族自治区での無償資金協力による造林事業が検討・実施さ
れることとなりました。
　これまでも、ＪＩＣＡは中華人民共和国において木材研究や林
木育種など林業分野での協力を行ってきましたが、1998年のこ

中華人民共和国での造林への協力
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れらの出来事をきっかけに、中華人民共和国の造林事業への
協力を本格的に行うこととなりました。

為了安寧～安寧のために～
　涼山州は、標高3000m級の山 が々そびえ、安寧河が流れる自
然豊かな地域ですが、1950年代以降の大躍進運動による大規
模な森林伐採や人口増加にともなう開墾のため多くの自然環境
が破壊され、中華人民共和国政府も造林事業を行ってきました。
しかし、条件の厳しい地区においては1990年代末になっても
十分な植生回復には至らず、安寧河への土壌流失が続いてい
ました。また、3000mほどの高山地域でも、中華人民共和国政
府の度重なる造林事業もうまくいかず、南側の斜面は赤茶けた
土壌が露出しており、安寧河に土壌の多くが流失していました。
　JICAは、この安寧河流域の西昌市、喜徳県、昭覚県の１市
２県を対象に、2000年から2007年まで技術協力プロジェクト
「四川省森林造成モデル計画」を実施しました。対象地におい
て、自立的に造林活動を実施する基盤が形成されるというプロ
ジェクト目標を達成するために、現地の自然条件・社会条件に適
した造林苗木の生産技術の開発および水土保全を目的とした
造林技術の開発、育苗・造林活動を管理・実施・普及する技術
者の養成、地域住民の森林保全の重要性の理解と育苗・造林
技術の普及といった活動が展開されました。
　このプロジェクトの合言葉は、「為了安寧～安寧のために
～」。安寧河が洪水を起こさず、また自然豊かな安寧河に回復し
「安寧」が訪れるようにという願いをこめて、日本人専門家も中



動するJICAの専門家などの協力を得るなど、積極的にこの問題
に取り組みました。
　まず、JICA湖北省菜種生産技術開発現地実証調査プロジェ
クトなどの協力を得て、菜種栽培に取り組みました。また、放牧
地減少に対しては、プロジェクトのモデル林のなかで木の間を利
用して牧草を栽培する試験を行いました。
　さらに、プロジェクトは、3000mに位置する昭覚県のプロジェ
クトの試験苗畑のある大石頭村を貧困地域が抱える、教育、
衛生、環境などの問題が顕著なため生態モデル村に指定しまし
た。そこで専門家、青年海外協力隊や有志の参加を得て、小学
生や村民を対象に、健康診断や衛生指導、環境教育、音楽指
導などの支援活動を行うNGOを立ち上げて協力を実施し、現在
もその活動は続いています。
　プロジェクトが開始されて８年が過ぎようとしています。安寧河
の水も、以前の赤茶けた色ではなく、透明な色に変わってきてお
り、人々の環境への意識も高まりつつあります。プロジェクトの成
果が、ようやく涼山州の自然のなかに溶け込んできたようです。

現在の協力
　現在、JICAは、県レベルの林業関係者の人材育成を「日中林
業生態研修センター計画」で実施しています。このプロジェクトで
は、造林事業に関する知識の向上を行っていますが、同時に、四
川省での技術協力プロジェクトや寧夏回族自治区や山西省で
実施した無償資金協力の案件や円借款の案件のほか、NGOが
実施している造林事業の経験・成果を、中華人民共和国の造林
事業に活かしてもらおうと、積極的に現地での視察や経験交流
を行っています。また、山西省では、現地国内研修「黄土高原に
おける植林技術普及訓練計画」を実施しており、山西省で実施
した無償資金協力での経験を林業技術者に共有しています。
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国人専門家とともにプロジェクトに取り組みました。

現地に適応した技術の開発
　安寧河流域は乾熱河谷地域（山々の間を流れる河川流域
が高温かつ乾燥している地域）。この過酷な環境でも育つ苗木
の選定を行い、その苗木が山に根づくような育苗方法の開発を
行いました。中華人民共和国で一般的な底のある苗木用ポット
では根が十分育たないとして、プロジェクトでは根が十分育つよ
う工夫に工夫を重ね、「底なしポット」育苗技術の開発も行いま
した。この底なしポットは、2004年に涼山州科学技術進歩賞を
獲得するとともに、2006年には涼山州の法規に基づく正式な
技術規定として策定、発布されました。さらには、コンテナポット育
苗技術開発も行い、より根が健全に発達した優良な苗を効率よ
く生産することが可能となりました。造林では、樹木を複数組み
合わせ、混合林をつくるなどの方法を試行しました。その結果、単
体で植えるよりも生育し、このプロジェクトの混合林の植栽方法
は、中華人民共和国の造林事業に応用されることとなりました。
　プロジェクト対象地には造林だけでは土砂の流出を食い止め
ることができないところもあり、治山技術の必要性が日中専門家
で次第に認識されるようになりました。日本で実施しているような
治山は費用がかかり大規模な工事が必要なのですが、この涼
山州では費用も資材も十分ではありません。プロジェクトの日中
専門家は、わら、竹、石などを使った簡易治山モデルをつくり、そ
の成果を実証しました。
　プロジェクトの日中専門家が開発した技術は涼山州内関係
者への普及研修などを通じて次第に普及し、四川省内からも多
くの技術者がプロジェクトを視察に訪れるようになりました。

現地住民の生活向上への支援
　プロジェクト対象地、特に高山地域は貧困地域であり、少数
民族の彝族が羊やヤギなどの家畜の放牧、ソバやジャガイモの
栽培などを行っており、薪炭用に木材を利用するといった森林
に依存した生活を送っています。中華人民共和国政府の方針
により、天然林の伐採が禁止となったほか、森林地域での放牧
が禁止となりました。また造林事業の実施により牧草地の減少、
それにともない地域住民の現金収入の減少といった状況が見
られるようになりました。
　これらの状況を目の当たりにし、日中の専門家たちは森林の
回復をはかるためには、苗木を山に植えるだけではむずかしく、そ
こに住む住民の総合的な生活向上が必要であると認識し始め
ました。プロジェクトは中華人民共和国の政府関係者や涼山州
で活動するNGOなどと意見交換をしたり、またほかの地域で活 四川森林・造林技術の研修現場にて

インドネシア
森林火災予防

　インドネシアは、陸地面積1億9200万haのうち、1億2000万
ha（62.6%）が森林区域に区分されており、世界第3位の熱帯
林保有国です。熱帯林は、木材それ自体の価値はもちろんのこ
と、林産物の供給源や水源涵養地としての役割、多種多様な

野生動植物の生息地としての役割、さらには「地球の肺」や「膨
大な炭素貯蔵庫」として地球温暖化対策等の環境保全の観点
からも、非常に重要です。
　しかし近年、世界の熱帯林の約1割を占めるインドネシアで、毎
年150～210万ha（年1%以上）の割合で、森林面積が急速に
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減少しています。その原因は、経済発展を優先する大規模な開
発にともなう土地利用の転換、許可を得ていない違法な伐採、
大規模な森林火災などが挙げられます。特に森林火災について
は、毎年乾季を中心に発生しており、煙霧による空港閉鎖、学校
閉鎖といった実体経済への影響、気管障害等健康面への被害
は、インドネシア国内のみならず、マレーシアやシンガポール等の
近隣国にも深刻な影響を与えており、国際問題になっています。
　インドネシア政府も森林火災予防を重視しており、林業省は
重点5課題の一つ「森林資源の復旧と保護」において、森林火
災への対処と抑制に取り組むこととしています。
　JICAでは、森林火災予防に関するインドネシアへの協力を
1991年から開始し、本邦調査団の派遣、火災に関する啓蒙普
及・技術訓練、インドネシア政府関係者の本邦研修、携行型消
火機器の供与等を行っています。
　「森林火災予防計画プロジェクト」では、第1フェーズ（1996
～2001年）において、中央政府レベルでの森林火災早期対
応手法と地方レベルでの森林火災予防、初期消火手法の改
善をはかることを目標に定め、衛星情報を利用した森林火災の
早期警戒・発見システムの開発、初期消火や防火帯設置等の
技術指導等を行いました。また、第2フェーズ（2001～2006年）
では、4カ所の国立公園を選定し、森林火災予防管理（早期警
戒・発見および初期消火）活動を実施することを目標に、衛星情
報を活用した延焼危険度地図作成に関する支援を行いました。
その結果、国立公園事務所でも、ホットスポット（火災発生の可
能性が疑われる高温地点）情報が配信されるようになり、広大な
公園の管理を効果的に実施できるようになりました。また、森林
火災予防および初期消火手法のマニュアル等も作成し、住民
や現地消火組織の研修・訓練に活用されています。
　現在、JICAでは、あらたな技術協力プロジェクト「森林地帯
周辺住民イニシアティブによる森林火災予防計画」（2006～
2009年）を実施し、モデル3州における火災予防条例等を制
定するとともに、周辺住民と一体となって森林火災予防活動を
行っています。今後、全国の森林火災予防法令等の策定や、
パイロット地域での住民による火災予防技術の開発、管理焼畑
（コントロール・バーニング）等を実施し、地域住民レベルでも森
林火災予防活動を活発化させていきます。
　JICAの協力をきっかけに、インドネシア政府も、林業省森林
火災対策課を森林火災対策局に格上げして組織強化をはかる
とともに、日本の消防団を参考に、住民組織でつくる「森林火災
消防隊」を設立しました。森林火災消防隊のおもな活動地域は
森林保護区ですが、国立公園の森林火災の原因は、公園外の
火災の延焼であることが多いことから、森林火災消防隊との連
携は国立公園の火災予防につながっています。

生物多様性保全
　インドネシアはまた、世界の陸地面積1.3%の国土に、世界の
20%に相当する野生の動植物が生息する、世界有数の生物多
様性の豊かな国です。しかし、動植物の多くは、大規模開発、商
業伐採、違法伐採、森林火災、密猟等により、絶滅の危機に瀕
しており、自然系の国際NGOであるコンサベーション・インターナ
ショナルによる生物多様性ホットスポット＊にも指定されています。
　インドネシアでは、自然資源を利用した伝統的な生活を営む

人々に対し、慣習的な土地利用が認められてきた経緯がありま
す。近年、土地法が整備されたことにともない、政府は国有地に
国立公園を設置し、特別な学術調査や観光等を除き、人の立ち
入りや資源利用を制限して公園管理を行うようになりましたが、自
然資源を利用した伝統的生活を営んできた地域住民との間で衝
突が起きるようになりました。排除された住民の一部は、公園当局
の目の届きにくい公園の奥地へ移動し、より保全の優先度が高
い地域の自然資源が過剰利用されるという悪循環を招きました。
　JICAでは、インドネシア政府の要請に基づき、2004年から
「グヌン・ハリムン－サラク国立公園管理計画プロジェクト」を
実施しています。同公園は、元々住民が生活を営んでいたサラ
ク地区をあらたに公園区域内に取り込んで拡張した結果、公園
内に10万人もの住民が居住する事態を招いていました。このた
め、プロジェクトでは、地方自治体や住民組織等、利害関係者と
の協議を重ねながら徐々に理解を得て、協働型の国立公園管
理手法を実践しています。2007年には林業大臣令により、これ
までは認められていなかった国立公園内での住民の居住と資
源利用が限定的に認められました。また住民等に対し、環境啓
発活動を通じて自然保全への理解を深めてもらう一方、住民と
の共同パトロール活動を行うようになりました。
　グヌン・ハリムン－サラク国立公園管理計画プロジェクトで得
られた住民等との協働による公園管理手法の経験や教訓は、
今後、インドネシアの他の国立公園の管理にも活用されます。ま
た、JICAとインドネシア政府は、あらたに「生物多様性保全のた
めの国立公園機能・人材強化プロジェクト」を実施し、各公園長
や現場の自然保護官（レンジャー）はもとより、地域住民、NGO、
周辺国の公園行政に携わる職員等、多くの人材に対し、公園
管理に関する能力開発を行っていく予定です。

今後の協力の方向性
　JICAでは、インドネシアに対する自然環境分野での協力を集
約した「自然環境保全協力プログラム」を設け、森林保全と生
物多様性保全に関する活動を強化しています。今後、住民との
協働体制を構築し、自然共生型社会の実現に向けて、持続可
能な森林資源管理や国立公園管理に取り組んでまいります。

現地中学生に解説する様子

＊ 1500種以上の固有植物種を有するが、その70%以上の本来の生息地を喪失し
ており、保全の重要性の高い地域。
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JICAは、1992年の地球サミットをふまえて、環境をはじめ
とする地球規模課題に持続可能な開発の観点から取り
組んできました。2002年のG8ヨハネスブルグ・サミットで
は、水、教育、保健等も含めた包括的な取り組みの重要性
が再認識されました。今日、ますますその重要性を増してい
る気候変動は、われわれが直面している地球規模課題の
多様性と複雑さを如実に提示しています。われわれが排出
する温室効果ガスが世界の異常気象につながり、異常気
象が貧困を加速させ難民を生み出し、平和を脅かすといっ
た悪循環を加速させます。人口増加と経済成長にともなう

　国際場裡での気候変動対策についてのさまざまな動き
が近年見受けられますが、その動きのなかで、日本は環境
と開発の両立をはかり持続可能な開発を進めており、主
導的役割を果たす上で、どのような技術と経験に基づき、ど
のような取り組みを行おうとしているのでしょうか。

気候変動に関する国際的な動きと
開発途上国の開発

　 気 候 変 動に関する政 府 間パネル（ I P C C：
Intergovernmental Panel on Climate Change）が、
2007年の第４次評価報告書（IPCC/AR4）のなかで、「気
候システムの温暖化には疑う余地がない。このことは、大気

エネルギーや食糧問題も気候変動とは表裏一体です。
地球規模課題は、さまざまな国や分野の現場で活躍する
人々が個々の利害を超えてグローバルな視野をもって力
を合わせてこそ解決できます。JICAは、これまでの開発と
環境に関する経験と国内外のネットワークを最大限に活
かし、開発途上国との架け橋として持続可能な社会づくり
に貢献していきます。私たち日本人一人ひとりが開発途上
国の人々の暮らしに思いをめぐらせ、日本の援助が掲げる
「人間の安全保障」の理念を実現するために行動してい
くこと、それがいま、求められています。

続く挑戦

ア 気候変動対策への対応
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や海洋の世界平均温度の上昇、氷雪の広範囲にわたる
融解、世界平均海面水位の上昇が観測されていることか
らいまや明白である」と述べたように、気候変動問題はす
でに顕在化しており、国際社会の適切な対応が求められ
ています。温室効果ガスの全世界の排出量のうち、開発
途上国から排出される割合は約半分を占めており、その削
減に向けては、先進国が率先して行動するだけでなく、開
発途上国の取り組みも求められています。
　ただし、開発途上国からは、「地球の温暖化は先進国
の責任であり、開発途上国が削減義務を負わされるのは
不公平だ」との意見があります。特にインド、中華人民共和
国、ブラジルなどの新興国がこの考えを強く主張しています。
「共通ではあるが差異ある責任」をどのように具体化する
かが課題とされており、2009年の最終的合意をめざして、
議論されています。
　一方で、多くの開発途上国では、貧困削減、水資源や
資源・エネルギーの確保、保健医療の向上、都市開発・地
域開発など、持続可能な開発に向けて取り組むべき、他の
さまざまな重要課題を抱えています。このため先進国のよう
に気候変動のみに焦点を当てた対策をする余裕が十分
にないのが現状です。開発途上国において気候変動対
策を持続的かつ自律発展的に進めるには、開発課題の解
決に取り組みながら、同時に気候変動対策を進めることが
必要とされています。
　このような状況に対してIPCC/AR4は、持続可能な開発
と気候変動対策のいずれにも貢献するコベネフィット型の気
候変動対策による取り組みの重要性を取り上げ、開発をより
持続可能なものにすることが気候変動の緩和策として有効
であること、また、開発便益と気候便益の双方の実現をめざ
し、開発計画のなかに気候変動の緩和の視点をいかに織
り込んでいくか、が重要な課題であると指摘しています。
　また、特にアフリカ等の最貧国や島国等の開発途上国
では、気候変動の影響による大きな被害が懸念され、開発
途上国をめぐる問題が大きな課題となっており、「ミレニアム
開発目標（MDGs）」達成にも大きな支障となることが懸念
されています。そうしたなかで開発途上国においては、気
候変動による影響に対処するための適応策に関する技
術・資金等が不足しており、先進国からの広範な技術移
転・資金支援が重要な課題となっています。

あらたな政策課題に向けて

　以上のような国際的な動きのなかで、日本は2008年１月

にスイスにて開催されたダボス会議において、福田総理
大臣があらたな資金メカニズムとして総額100億ドル（１兆
2500億円）の「クールアース・パートナーシップ」を発表し、
2050年までに世界全体の温室効果ガス（GHG）排出の半
減を提唱しました。
　ODAとの関係では、具体的に政策協議を経た開発途
上国を対象として、適応策およびクリーン・エネルギーに関
する支援を中心とした５年間で約2500億円の無償資金協
力、技術協力等による支援、また、緩和策を中心とした５年
間で5000億円の「気候変動対策円借款」の供与を行うこ
ととしています。インドネシアとは政策協議を行い、今後はア
フリカ諸国および南太平洋島嶼国等についても気候変動
対策のためのODA支援を広げていく予定です。

JICAの取り組み

　これまでに、JICAそして2008年10月に統合するJBIC（国
際協力銀行：海外経済協力業務）でも同様に、開発途上国
支援の経験・成果を培ってきました。JICAとJBICでは、統合
による相乗効果の発現をめざしながらこれまでの経験・成
果や日本の経験と技術を最大限活用し、日本政府の方針
をふまえた以下の基本的な方針に基づいて気候変動対策
を積極的に実施するよう、取り組みを進めています。
１）温室効果ガスの抑制と経済成長の両立をはかろうとす
る開発途上国を支援する。

２）開発途上国の経済成長や住民の生計向上と温室効
果ガスの削減を両立しうる開発協力を重視する。

３）民間の技術も含め、日本の先進的な技術を積極的に活
用する。

４）国際社会に貢献する研究を推進する。
　また、気候変動の悪影響を最も受けやすいのは、開発
途上国の社会的な弱者です。したがって、気候変動による
リスクを最小限にとどめるため、気候変動への個人や社会
の抵抗力を向上させることにより、「人間の安全保障」を実
践します。

具体的な対応と方向性
　JICAでは上述のような基本的な方針をふまえ、具体的
な対応の方向性について考えをまとめました。ここでは、長
期的な視野で温室効果ガスの排出削減・吸収強化を行う
「緩和策」、気候変動による地球の気候システム全体へ
の避けきれない影響に対処していく「適応策」、に分けてそ
れらを紹介します。
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＜ 緩和策 ＞
（1）開発途上国の持続可能な開発と温室効果ガス削減
の両立を支援する。

　開発途上国の多くは貧困対策を重視し、また温室効果
ガス削減義務を負っていないため、温暖化対策だけを目
的にした協力は開発途上国にとって魅力が乏しいと考え
られます。そのため、排出削減と経済成長を両立させ、気
候の安定化に貢献していこうとする開発途上国の努力を
積極的に支援する一体的な協力枠組みを築き上げ、開
発便益と温室効果ガス削減とを同時に達成しうる「コベネ
フィット型」の協力を展開していきます。
　たとえば、貴重な森林生態系を有するエチオピア南西
部のベレテ・ゲラ地域では、森林の保全・管理と生計向上
の両立を実現するために、「ベレテ・ゲラ参加型森林管理
計画フェーズ2」を実施しています。同プロジェクトでは、住
民による森林管理組合の組織化を支援し、森林管理組合
が地方行政と森林の利用・管理に関する取り決め（森林
管理契約）を締結し、実施することにより、行政と住民による
持続的な参加型森林管理の普及をめざしています。また、
森林に自生する「森林コーヒー」の生産・品質管理の改善
による商品価値向上も同時に進めることで、住民の森林保
全への動機づけの促進と生計向上が進められています。
（2）民間セクターの温室効果ガスの削減の取り組みを支
援する。

　自律的に社会全体で温室効果ガスを削減するために
は、民間セクターが積極的に削減に取り組んでいくことが
必要です。このための開発途上国政府の政策・制度の策
定・実施、民間技術者育成や情報提供を行う組織の強
化、開発途上国の民間セクターによる温室効果ガス削減
事業実施を支える資金支援等を行います＊1。
　サウジアラビアでは、省エネ政策・制度の提案と人材育
成を目的とした「電力省エネルギーマスタープラン調査」が
行われました。この調査では、水電力省を中心とした政府
機関および同国の産業界組織との協議等により、企業や
家庭での省エネの取り組みについての現状を把握し、そ
れらをもとに国家の省エネ数値目標と具体的な行動計画
の策定を支援するというものです。計画策定から民間セク
ターとの連携を進め、同国の省エネへの取り組みが進展し
ていくことが期待されます。
（3）クリーン開発メカニズムの普及を支援する。
　クリーン開発メカニズム（CDM）＊2の適用が遅れている
地域･分野を支援します。具体的には、CDMの承認、プロ
ジェクト形成、啓発等に係る政府関係機関の能力向上を

通じ、民間等のCDM 事業者がより円滑に事業を実施でき
る環境づくりを支援します。
　また、発電、植林等の公共性が高い事業については当
該事業の実効性を高める観点からもCDM実施のための
計画作成支援や事業化支援を推進します＊3。
　JICAではすでに、ベトナムでの植林事業に対し、事業
関係者の実施能力向上を通し、CDM適用の支援を行っ
ています（P19「環境協力案件の有用事例から」を参照く
ださい）。

＜ 適応策 ＞
（1）国ごとに予想される影響に応じた適応策に関する政
策立案・実施を支援する。

　気候変動の影響は国により異なるため、科学的根拠に
基づく各国の状況に応じた適応策の立案･実施を促進す
るため、気象観測、気候変動予測や気候変動影響評価
に係る支援を行います。
（２）影響が深刻な国・地域・分野の適応力を強化する。
　太平洋の小島嶼国等における海面上昇、ヒマラヤ山麓
の国々における氷河湖決壊（写真参照）、南西アジア低
地帯のサイクロン被害、アフリカ地域の水不足の深刻化な
ど、現在の気象条件にも対応できておらず、今後の気候変
動の影響が特に深刻な「より脆弱な地域」（低地沿岸域、
小島嶼、乾燥/半乾燥地域、氷河地帯等）および「より脆弱
な分野」（水資源、防災、農業、保健衛生等）に対する気
候耐性強化を支援します＊4。
（３）「気候リスク」概念の導入を検討する。
　気候変動の影響を受ける可能性の高い地域･分野の
プロジェクトにおいて、気候変動にともなうリスク（「気候リス
ク」）を考慮する必要が生じることも考えられます。今後、気
候リスクに対する考え方や具体的な取り組み方法につい
ては、国際的動向等をふまえて検討していく考えです。

＊1 2050年に世界全体で温室効果ガス半減という目標達成のためには、先進国の民間企
業が特許を有するさまざまな既存の技術や革新的技術が必要となるが、その技術移転や

決壊が懸念される最大規模の氷河湖の一つ、チョーロルパ。
過去に水位を下げる対策が試みられた
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環境協力案件の有用事例から

　ガラパゴス諸島はエクアドル沖約1000kmの太平洋上にあ
り、大陸から隔離された環境が非常に独特な生態系を形成して
います。そのため世界遺産に登録されているほか、ダーウィンが
進化論を生み出した場所としても有名です。しかし、陸域に比べ
て沿岸域の保全が遅れており、また、近年の観光客の急増や
人口増加、漁業などによって島の貴重な自然が損なわれていま
す。自然を保全するために漁業を規制しようとするガラパゴス公
園局と漁業で生計を立てている漁民との対立も深刻な問題で
す。エルニーニョなどの異常気象も島の生態系に大きな影響を
与えています。ガラパゴスの海洋保全のためには、変化する環
境や生物の状況を的確に把握しつつ、住民の理解と協力を得
て海洋環境の保全と海洋資源の利用との調和をはかる、持続
的な環境保全体制を構築することが重要になっています。
　そのため、プロジェクトでは、海洋調査や水質モニタリングの
実施を通じて公園局の調査・現状把握能力を高めるとともに、
海洋環境の現状や保全の取り組みをテレビやラジオなどを通じ
て住民に伝えたり、環境教育を実施したりして住民の理解の向
上に努めています。また、漁民に対しては体験漁業（観光客に
漁業体験をしてもらい、収入を得るもの）の支援を行うなど、海洋

資源を取りすぎなくても生計を維持できるようなさまざまな方策を
検討･支援しています。
　このような活動を通じて、住民は海に対する理解を深め、公園
局の調査能力も向上しました。公園局と漁民をはじめとする住民
との関係も改善し、人々からは「住民のことまで考えて支援してく
れるのはJICAだけだ」との信頼の声が寄せられています。

ガラパゴス諸島の固有種・海イグアナ

エクアドル・ガラパゴス諸島海洋環境保全計画
－住民とともにガラパゴスの海を守る－

ベトナム・AR-CDM促進のための能力向上開発調査
－森と人、そして地球のために－

　ベトナム政府は、京都議定書批准後、温室効果ガス（GHG）
の削減の目的のみならず、国内に800万ha（北海道とほぼ同じ
大きさ）以上残されている裸地を早急に解消していく必要性等
からも、吸収源CDM（AR-CDM＊）を積極的に進めようとしていま
す。しかしながら、AR-CDMは国際的にも非常に新しい事業であ
り、知識、技術等がきわめて限られているのが現状です。
　本開発調査では、制度の理解促進や、情報発信のための制
度構築、実際のパイロットプロジェクトの計画立案、承認登録
作業等の支援を通じた関係機関の能力向上をはかるとともに、
同国においてAR-CDMを推進するための戦略、およびそれを実
現・展開するための方策を提言するための協力を行っています。
パイロットプロジェクトは、2008年度中のCDM理事会での承認
をめざしており、実施されれば16年間で約４万1000トン分の二
酸化炭素削減に寄与する予定です。
　パイロットプロジェクトはベトナム側関係機関を中心に設立され
た社会基金によって運営されますが、ホンダ・ベトナム社がCSR

ホアビン省にあるパイロットプロジェクト候補対象地において、
GPSを用いたバウンダリー調査を実施している様子

資金協力のあり方については、気候変動枠組条約締約国会議で継続協議となっている。
＊2 大気中の温室効果ガス（GHG）削減への国際的取り組みのための取り決めであり、京
都議定書のなかでより効果的にGHG削減の柔軟性措置として設けられた京都メカニ
ズムの一つ。

活動の一環として運営資金を供与する予定になっています。

＊ 植林によってCO₂吸収源となる森林を増やすCDM。ARとは新規植林・再植林
（Aff orestation and Reforestation）

＊3 京都議定書の運用細則であるマラケシュ合意等に定められる「CDM事業へのODA
の流用」に関する議論に留意する。

＊4 なお、IPCC第４次評価報告書においてはリスクの高い地域としてアジア沿岸部の大
都市についても言及があることに留意する。



　わが国が取り組んでいる平和構築事業として、紛争から
立ち上がった国であるスーダンとアフガニスタンを取り上げて
みたいと思います。アジアで培った経験をもとに「スピード感」

を大切にしたスーダンの取り組みと、そしてあらたな国づくりに
対し、人間の安全保障を中核としたさまざまな開発支援の可
能性に取り組むアフガニスタンの事例の内容を紹介します。

イ 平和構築事業への取り組み

　スーダンはアフリカ最大の国土を有し、アフリカ大陸全体の安
定の要となる国ですが、独立以降長期間にわたり南部スーダン
において内戦が続いてきました。この影響で、多くの国民が内戦
を逃れるために、難民や国内避難民となり、南部スーダンを離れ
ることとなりました。また、2003年ごろからスーダンの西部・ダル
フール地方においても内戦が発生し、多くの難民・国内避難民
が出て、現在に至っています。
　JICAでは、内戦中の1960年代からスーダンに対する支援を
開始しました。1989年にはスーダン事務所を開設しましたが、
1992年にはスーダンで著しい人権侵害が行われたことを理由と
して、日本政府がスーダンに対する援助を人道・緊急的性格の
援助にとどめることを決定したので、1993年に事務所を閉鎖し、
それ以降スーダンに対する援助をほぼ停止していました。

実施体制の整備
　南部スーダンでは、2005年１月、スーダン政府と反政府活動
を続けていたスーダン人民解放軍/運動（SPLA/M）の間で、南
北間の包括的和平合意（CPA）が締結されました。これにより、
20年以上続いた南部スーダンでの内戦が終結し、一つの国の
なかに国民統一政府と南部スーダン政府の２つの政府を樹立
すること等が決められました。また、この和平合意の締結を受け、
同年４月にノルウェーのオスロで開催された支援国会合（オスロ
会合）で、日本政府はスーダンの「平和の定着」のため南北スー
ダン双方への支援を表明し、スーダンへの援助を再開すること
を決定しました。
　JICAでは、これまでの緊急支援の経験に基づき、スーダンに
対する支援体制を早急に再構築する必要があると判断し、外務
省の了承を得て、CPAの合意直前の2004年12月、現地状況
の確認、支援再開後の協力のあり方の検討等を行うために調
査団を派遣し、支援再開の準備を開始しました。
　オスロ会合の直後2005年５月には、スーダン政府（国民統
一政府）および現在の南部スーダン政府（SPLM）からそれぞれ
５名の計10名を日本に招へいし、日本のODAの概要やJICA
の協力について紹介するとともに、沖縄で日本での戦後復興の
実例を紹介しました。
　さらにJICAでは、2005年７月、政府調査団と同時期にプロ
ジェクト形成調査団を派遣し、スーダンに対する支援の方向性
を「緊急課題への対応」「新スーダン体制定着のための支援」
としました。また、現地での支援体制を構築するため、同年９月
には、スーダン国民統一政府の援助受入れ窓口機関であるハ
ルツームにある国際協力省に「援助調整」の専門家を派遣し、
現地での情報収集を行うとともに、関係機関との調整業務を進
め、11月にはスーダン南部で実施する支援事業に「ファスト・ト

スーダンの平和の定着に向けて
ラック制度」＊を適応し、事業実施開始までの迅速性を確保しま
した。これにより、人道支援から開発支援への切れ目のない支
援が可能となりました。

進む復興支援事業「緊急課題への対応」
「新スーダン体制定着のための支援」
　南部スーダンでは長期間の内戦の影響で、インフラ整備や
基礎的な社会基盤の整備がほとんど行われない状況でした。ま
た、人材の不足も深刻な状況にあり、行政官、警察官、技術者
等すべての面での人材育成が急務の課題となっています。　
　JICAでは、2005年９月に南部スーダン政府の首都となった
ジュバにおいて、南部スーダンへの支援を開始しました。ジュバ
は、もともと公共施設がほとんどない上、内戦の影響で過去20
年間、都市インフラの整備やメンテナンスがほとんど行われてい
ない状況にあります。今後は首都機能の集積や帰還難民によ
る人口増加が予想され、基本的な生活基盤（給水施設等）な
ど、基礎インフラの整備が緊急課題となっています。同時に、周
辺農村地域内のコミュニティでは帰還民の定着を促進するた
め、基礎的社会サービスを迅速に整備し、拡充することが求めら
れていました。
　このような状況のもと、2005年９月下旬にスーダン政府から
緊急開発調査「ジュバ市内・近郊地域緊急生活基盤整備計
画」の要請があり、10月に支援が決定しました。これを受け、同
年11月に事前調査団を派遣、要請を確認し、事業内容を策定
しました。事業がファスト・トラックに認定されたことで、迅速に手
続きが進み、2006年1月には現場での事業に着手しました。本
プロジェクトでは、①2015年を目標にした「ジュバ市都市計画」
の策定、②生活基盤の緊急復興のパイロットプロジェクトとして
のナイル川の河川港の整備、③コミュニティの基盤整備に必要
な基礎技術習得のための研修を実施しました。
　この研修は、ジュバ職業訓練センターにおいて、技術協力プ
ロジェクト「南部スーダン基礎的技能・職業訓練強化プロジェク

ジュバ職業訓練センターでの自動車整備工コース訓練風景
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ト」に引き継がれています。南部スーダンでは、国内避難民の
流入やDDRにより手に職のない人材がさらに増え、スーダン人
の失業率の増加が、社会の大きな不安定要素になると予測さ
れています。「経済成長を通じた平和の定着」のため、技術を身
につけた人材の育成が緊急の課題となっています。本プロジェ
クトでは、木工、自動車整備、建築、溶接、コンピューター訓練と
いった訓練を実施しており、国際労働機関（ILO）との連携も促
進しています。
　ただ、すべてが順調に進んだわけではありません。案件の初
期段階では、南部スーダン政府の人材不足で打ち合わせ相手
は大臣しかいないという困難な状況であり、大臣室で大臣を何
時間も待ち、待ちぼうけで戻らざるをえないこともありました。宿舎
が十分なかったことから、テントで宿泊し、事業を進めました。ま
た、案件の実施中も、パイロット事業現場での土地問題の発生
により、工事が半年近くストップする事態も発生し、予定よりも
遅れた2007年11月に設備が完成しました。

スーダンの平和の定着に向けて
　2008年２月、緒方理事長がジュバを訪問し、サルヴァ・キー

ル南部スーダン大統領等多数の関係閣僚から、紛争後のJICA
のすばやい対応等に高い評価がなされていることを確認できま
した。
　JICAは、紛争国で人間の安全保障を確保するためには、平
和の定着が欠かせないものと考えています。そのため、引き続
き、経済インフラ整備や職業訓練による経済成長を通じた平和
の定着を促進します。また、行政サービスの向上により、住民の
行政に対する信頼が醸成されるよう、保健や教育分野での人
材育成を南北スーダンで支援します。
　一方、スーダン西部のダルフールでは、依然として国内避難
民が増加傾向にあり、憂慮すべき状況が続いています。同地域
でも、保健や教育、給水分野の人材育成を、研修事業により支
援する予定です。

＊「ファスト・トラック制度」は、これまでのJICAでの平和構築事業での経験に基づき、
より迅速かつ機動的に事業を実施し、住民に効果的かつ必要時にすばやく支援
を開始できるよう2005年７月に導入された制度で、南部スーダンはパレスチナに
続く２例目の適用を受けた。

特集 2 続く挑戦

　かつて豊かな農業国であり、シルクロード交易の要所として栄
えたアフガニスタンは1970年代末から旧ソ連軍の侵攻とその
後の内戦が続き、2001年のタリバン政権崩壊までの20年以
上にわたって混乱の状態が続きました。同年末から国際社会
の支援のもとで進められた和平プロセスは、新憲法の制定、大
統領・議会選挙から2005年末の国会開催で予定どおり達成さ
れました。和平プロセスと同時に復興支援が始まり、国家連帯
プログラムによる疲弊した農村コミュニティの復旧や基礎的医
療サービスの拡大、初等教育拡充による就学率の向上（特に
女性）などの成果が上がりました。またインフレの抑制や歳入向
上、経済成長のための施策により、マクロ経済状況も一定の改
善が見られつつあります。
　首都カブールはこのような状況のもと、交通渋滞を起こすほど
の交通量、高級ホテルやスーパーマーケットのオープンや多くの
輸入品や大広告の氾濫など、見かけ上は復興支援の繁栄を謳
歌しているようにも見えます。
　しかしながら、復興開始から６年あまりが経過したいまでも、電
力供給は決定的に不足しており上下水道もほとんど改善が見ら
れません。内戦中の地方からの住民流入や帰還難民などにより
年平均４％という高い人口増加が、カブールの状況悪化に拍車
をかけています。カブールの人口は、過去10年でほぼ倍増し現
在では約300万人にも達しており、水供給の逼迫、衛生状態の
悪化、交通渋滞等都市衛生環境の悪化は看過できない水準
に達しています。
　カブールの都市計画は1978年に更新されたままで、アフガニ
スタン政府にとって、カブールの都市問題を解決することは最重
要の緊急課題となっています。JICAは2006年に「カブール首
都圏都市計画プロジェクト形成調査」を実施し、基本的な都市
機能整備について調査を行うとともにアフガニスタン政府の新

都市開発のコンセプトを策定しました。
　アフガニスタン政府はJICAによる調査結果を高く評価し、
2007年、民活導入による新都市を開発するとともに、カブール
市の再開発をはかるための「カブール首都圏開発計画」（マス
タープラン策定）について日本に要請しました。
　JICAは、2007年末に本件協力に関する文書に署名を行
い、2008年３月から協力を開始し、2009年9月にマスタープラ
ンが完成する予定です。具体的には、2025年のカブール首都
圏開発のマスタープランの作成、プランの実現のための計画、
水資源開発可能性、行政制度、キャパシティ・ディベロップメント
を含む幅広い内容です。また、この協力を通じてアフガニスタン
政府上層部（大統領顧問、都市開発大臣、カブール市長、民間
セクター代表者など）に対するハイレベルでの助言・指導を行っ
ています。
　新しい首都圏を建設することは、長い紛争・内戦の歴史から
脱却し、新しい国づくりを進める新生アフガニスタンの象徴でも
あることから、JICAは可能な限り支援していきます。

スコープ・オブ・ワークの署名式。多くの現地メディアが集まるなか、大統領顧問・
都市開発大臣が署名した

新生アフガニスタンの象徴へ －カブール首都圏開発に対する協力－
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新JICAは、技術協力、無償資金協力および有償資金協力を三位一体で行う世界有数規
模の二国間援助機関として、これまで以上に大きな役割と責任を担うことになります。開発
途上国の期待に加えて、国内外の注目も高まるなか、新JICAには、統合効果を目に見える
形で具体的に示していくことが求められます。Speed Up（スピードアップ）、Scale Up（ス
ケールアップ）、Spread Out（面的な展開の拡充）の「３S」を旗印に、３つの援助手法を一
体的に運用することにより、新JICAにふさわしい総合力を発揮し、存在感のある組織をめざ
していかなければなりません。

　援助の効果をはかるには、日本国内とは異なる尺度も必
要であり、相手国の自助努力への配慮のほか、相手が本
当に望む効果について相手の土壌に立って考えることが
重要です。そのためには包括的な援助プログラムが大切
であり、外務省が中心となって作成する国別計画等の戦
略的指針をもとに策定する国別の事業展開計画（ローリン
グプラン）等を有効に活用し、全体像を描きながら事業を
進めていかなくてはなりません。
　環境、気候変動、貧困削減、感染症といった地球規模
の国際的な課題に対する取り組みもいっそう強化する必
要があります。こうした課題の悪影響を最も受けやすいの
は、開発途上国における社会的弱者であるとの認識のも

小規模金融機関（Micro Finance Group）のキャパシティ・ビルディングを行う
JICA専門家（ジンバブエ）

新JICA始動
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集
と、こうしたリスクを最小限にとどめるため、人々のエンパ
ワーメント等を通じて、「人間の安全保障」を確実に実践す
る必要があります。
　さらに、新JICAは、援助の効果的アプローチに関する
調査・研究から生まれる戦略的な考え方や成果によって国
際的な貢献ができるように、組織としての発言力と発信力
も強化していかなければなりません。現場での着想を大事
にしながら、国際的にも受け入れられる、理論に裏打ちされ
た研究成果を、知的拠点をめざす新研究所から国内外に
積極的に発信していく必要があります。
　日本の有する技術や経験を相手国である開発途上国
に伝えることはわれわれの責任ですが、それと同時に、相
手国の希望や期待に応える姿勢をもち続けることも重要で
す。その意味で現場主義のさらなる徹底とその一環として
の現地ODAタスクフォース等を通じた開発途上国との緊
密な対話はきわめて重要です。
　今後は、これまで以上に責任をもって援助の全体像を描
き、援助をマネージしていくという組織文化を創造していく
必要もあります。ODAはこの10年間削減されてきています

が、経済協力は日本の国際貢献の最も重要かつ平和的
な手段であり、世界の相互依存がますます深まるなか、新
JICAは開発途上国の人々が平和で豊かな生活を実現で
きるよう、その使命を全うする必要があります。

すでに展開されつつある三位一体の環境案件を中心に
JICAは今後も、キャパシティ・ディベロップメント（CD）の概念の実践とともに、世界でも例を見な
いユニークな援助機関としての新JICAのあり方を見すえて、技術協力と無償資金協力と有償資
金協力という３つの援助手法を組み合わせ、相乗効果を発揮できるように取り組んでいきます。
JICAのめざすべき方向性が具体的にどのようなイメージか、一つの例として、ベトナムのケースを
紹介したいと思います。

　ベトナムでは、以前から技術協力・無償資金協力・有償資金
協力の３つの援助手法間の連携が進んでいます。2008年10
月のJICA・JBIC統合前から、そのメリットを最大限に活かし、他
国のモデルになることも意識して、３つの援助手法の連携・一体
化を事業の形成・実施において積極的に進めています。具体的
な連携としては、「人材・組織・制度づくり（技術協力）と社会経
済インフラの整備（資金協力）」「モデル事業実施（技術協力）と
改善された公共サービスの普及（資金協力）」「財政支援（資金
協力）と政策立案・実施支援（技術協力）」「制度づくり・行政機
関能力向上（技術協力）とツーステップローン（資金協力）」等を
想定していますが、具体的な連携の事例として、ここではベトナ
ム・都市水環境管理プログラムを取り上げます。
　ベトナムにおける近年の経済成長はめざましく、それにともな
い貧困人口も急速に減少しています。その一方で、経済成長に
ともなう問題も生じており、工業化と急速な都市への人口流入
によって、都市部を中心に深刻な環境問題が生じています。とり

ベトナム・都市水環境管理プログラム

23

水質分析器を用いて、カウンターパートに指導する専門家
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小学校で授業を受ける子どもたち（マリ）



世界遺産のハロン湾の観光拠点の町・ハロンの川の汚染状況

わけ、家庭や工場から処理されていない汚水が大量に流れ込
んでいるために、河川・運河の水質汚濁が深刻になっています。
特に、ベトナム最大の都市ホーチミン市や首都ハノイ市といった
大都市を流れる河川・運河においては、日本の高度成長期に最
も水質が悪いとされた河川の汚染レベルに匹敵する水域もあっ
て、流域に居住する市民の生活環境を脅かし、健康被害も心配
されます。
　JICAとしては、このような現状をふまえて、都市部を流れる河
川・運河の水質改善のために、JBICと協力し、政策制度の改
善、行政機関の能力向上、施設整備・管理改善などさまざまな取
り組みを行っています。JICAは、これまでも当該分野への支援を
行っていましたが、支援をより効果的なものとするために、2007
年にベトナムの都市環境に関する現況調査を実施した上で、
JBICとともに検討を重ねました。その結果、「都市水環境管理
プログラム」を形成して、同プログラムのもとに、中長期的視点
をもって、日本ODAのさまざまな協力手法による複数のプロジェ
クト・取り組みを有機的に結びつけて、ベトナムにおける都市水
環境分野の問題解決に向けて、総合的に支援することにしまし
た。具体的には、2015年を目標に、ベトナム都市部、とりわけ大
規模都市圏において、公共用水域の水質改善に向けて、汚染
負荷を軽減するために、以下の項目に取り組みます。

①ベトナム政府機関の水環境管理能力の向上
②ベトナム政府機関の取り組みを科学的・技術的に支援する
研究機関の強化

③排水・汚水処理施設の整備とベトナム政府機関の施設管理
能力の向上

　この取り組みの中心にあるのは、水環境管理全般を担当す
るベトナム天然資源・環境省（日本でいう環境省）と地方自治体
の環境担当部署の能力向上への支援です（上記①）。また、行
政機関だけでは対応できないことも多いことから、行政機関を科
学的・技術的にサポートする研究機関の強化も支援します（上
記②）。さらに、ソフト面の対策だけでなく、ハード面の整備、すな
わち、排水・汚水を集めて処理するための下水道・腐敗槽等の
施設の整備と管理の改善も支援します（上記③）。JICAとして
は、このようなさまざまな支援（プロジェクト）を有機的に結びつ
け、一つのプログラムとして総合的に取り組んでいきます。
　各項目については、協力の迅速性・効果を高めるために、以
下のとおり、JICAのさまざまな協力手法（技術協力プロジェクト、
開発調査、草の根技術協力など）と円借款が連携しています。

●貧困削減支援借款を活用した効果的な政策制度改善
　JBICは、2004年より、「貧困削減支援借款」の枠組みで、世
界銀行、アジア開発銀行、および欧州各国ドナーとともに協調
融資を行っています。これは、ベトナム政府と援助機関との協議
の上、ベトナムの社会経済開発のために必要な政策課題の達
成をはかり、ベトナムの経済成長と貧困削減に貢献することを目
的としているものです。環境や水も対象分野とされており、天然
資源・環境省に派遣されているJICA専門家やその他の技術協
力案件における経験を活かしつつ、JICA・JBICを含む日本側全
体として、効果的な知的支援ができるように取り組んでいます。

●円借款による施設整備と技術協力プロジェクトによる
施設管理の改善

　ベトナムにおける下水処理場を含む排水・汚水処理施設の
整備は、都市化のスピードに追いついておらず、まったく不十分
な状況です。この状況に対して、JBICの円借款を通じて、ベトナ
ムの三大都市（ホーチミン市、ハノイ市、ハイフォン市）、古都フ
エ市、ビンフック省、ビンズオン省における施設整備に取り組ん
でいますが、今後は、技術協力を通じて施設の管理・運営の改
善にも取り組む方針です。手始めに、円借款による施設建設が
完成間近のホーチミン市において、技術協力プロジェクトを行う
ことになっています。

●開発調査で作成した計画の円借款による実施
　ベトナムの三大都市（ホーチミン市、ハノイ市、ハイフォン市）
の環境分野に関する円借款は、いずれも、JICAが過去に行っ
た各都市に関する開発調査に基づくものです。

●開発調査で作成したガイドラインの技術協力プロジェク
トによる普及
　河川の水質モニタリングと汚染源への対策実施に関するガ
イドラインを作成するために、現在、JICAは開発調査を実施して
います。今後、そのガイドラインを活かして、環境担当部署の能
力強化を行うべく、技術協力を実施することになっています。

●草の根技術協力と円借款との連携
　円借款で整備されている排水・汚水処理施設に関連して、ハ
ノイ市では千葉県が、フエ市では静岡市が、草の根技術協力を
通じて、施設の運営に関して自治体がもっているノウハウの移転
を行っています。
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